
◎補助申請について 
 

次の点にご注意ください 

 補助事業は、申請して交付決定された後に着手となります。補助申請前に事業着手してしまう
と受付できません。必ず、事業着手前に申請してください。

①補助申請は事業着手前に！

 補助金は予算の範囲内での交付となります。基本的には年度内であれば随時受付できますが、
予算の状況によっては、受付できない場合もございます。

②補助金には限度があります！

補助事業の活用を検討している方は、まずはご相談ください。 

③補助金交付決定 
 市は申請内容を確認。 

 適正であれば補助金交付決定を通知。 

②補助申請 
 申請者は事業着手前に申請書類を提出。 

④事業着手 
 交付決定後に事業着手。 

⑤実績報告 
 事業完了後に実績報告を提出。 

⑦補助金確定 
 事業内容を確認。補助金額を確定し通知。 

⑧補助金請求 
 補助金額確定後、市へ補助金を請求。 

⑨支払い 
 市は指定口座へ補助金を入金。 

⑥検査 
 事業内容が適正であるか検査。 

①相談 
 補助事業について相談。 
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●園芸生産機械整備事業 

対象経費 補助対象者 補助率等 
生産物の販売を目的として団体（農業者３人以上）が共同で使用す
る生産機械の購入に要する経費。 
ただし、栽培面積が50ａ以上。 

生産団体 １／２以内 
限度額:70 万円 

●園芸生産施設整備事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

販売を目的として園芸作物（市⾧が定める重点品目）を栽培するた
めのパイプハウス（施設面積が1ａ以上）の設置に要する経費。 

農業者、生産団
体及び農地所有
適格法人 

１／２以内 
限度額:70 万円 

●果樹改新植事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

①苗木補助 
 ブルーベリー・ぶどう・りんごわい化樹・栗の改新植を行う場合

の苗木購入に要する経費 
②設備補助 
 ぶどう・りんごわい化樹用支柱等の新設に要する経費。 ただ

し、設置面積は２ａ以上。 

出荷目的で栽培 
する農業者 

①苗木補助 
 1／2 以内､ 
 限度額:2,000 円/本 
 
②設備補助 
 1／2 以内､限度額:50 万円 

●園芸生産振興事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

販売目的で園芸作物(市⾧が年度ごとに示す園芸振興作物重点
品目に限る)の新植に要する経費。 
ただし、栽培面積が10ａ以上。 
①資材費 ②肥料費 ③農薬費 

農業者、生産団
体及び農地所有
適格法人 

１／４以内 
限度額:10 万円 

 
 
 
●遊休農地荒廃防止支援事業 

対象経費 補助対象者 補助率等 
遊休農地の荒廃地化を防止するため、景観形成作物などにより農
地の有効利用転換を図る事業に要する経費。ただし、１圃場につ
き３年以内の助成とし、実施規模がまとまりのある30ａ以上の
圃場。(山村振興地域は、10ａ以上) 

生産団体 
10ａあたり７万円以内 
総事業費の３／４を超えない 
範囲 

 
 
  

対象経費 補助対象者 補助率等 

米及び土地利用型作物（麦・大豆・そ
ば・なたね）の栽培に要する機械作業
の受託に係る経費。 

認定農業者又は集落営農等の農業者
団体及び農業協同組合で２ha 以上の
機械作業を受託した者。 

総面積により定められた金額以内 
15ａ未満の圃場については、10ａあた
り2,000 円（限度額:10 万円）を加算 

大町市農業等総合振興支援事業補助金 

園芸振興事業 

遊休農地対策事業 

農作業維持体制構築事業 

 
 
 

対象経費 補助対象者 補助率等 

自ら生産する農産物等の加
工施設の建設（改修含む）
又は加工に伴う機械及び備
品の購入に要する経費。 

・農地所有適格法人 
・以下に該当する団体 
1）3 戸以上の農業者で構成されている 
2）代表者の定めがある 
3）組織及び運営に関する規約が定められている 

1／2 以内 
限度額:200 万円 
（事業費下限:20 万円） 

 
 
 

対象経費 補助対象者 補助率等 
有機農産物の日本農林規格（有機JAS）による生産工程管理者の
認定及び信州の環境にやさしい農産物認証のための認定機関に
支払う経費。 

有機農法に取組む
農業者 

１／３以内 
限度額:５万円 

 
 
●有害鳥獣等被害防止事業 

対象経費 補助対象者 補助率等 

有害鳥獣から農作物の被害を
防止するための防護柵の設置
に要する経費。（人件費は除く） 

市内において農地を耕作するもの。 
連続する農地に防護柵等を同時期に共同で設
置しようとする２以上の耕作者（連続する農地
への一体的な設置に限る。） 

①電気柵…１／２以内､ 
限度額:１耕作者につき１年度15 万円 
 

②電気柵以外の柵…１／３以内、 
限度額:１耕作者につき１年度 ３万円 

●新規狩猟免許取得事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

新規に狩猟免許を取得するための経費 
新規免許取得者免許取得者で猟友会加入
者（予定者を含む。）かつ有害鳥獣捕獲従事
予定者 

10／10 

●新規銃猟者確保事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

新規に鉄砲所持許可を取得するための経費 新規銃猟免許取得者で猟友会加入者（予定
者を含む。）かつ有害鳥獣捕獲従事予定者 

10／10 
限度額:３万円 

●猟友会員確保対策事業 
対象経費 補助対象者 補助率等 

猟友会員として狩猟を行うための経費 猟友会加入者かつ有害鳥獣捕獲従事者 1／2 以内 

 
 
●就農促進支援事業 

対象経費 補助対象者 補助率等 
新規就農者が営農用の機械及び
資材購入に要する経費 新規就農者で就農後１年以内の者 営農用機械及び資材購入費の1／2、 

限度額:30 万円 

 
 
 

  

農作物被害防止事業 

就農者育成事業 

・補助事業の一部を抜粋して掲載していますので、この他にも補助事業がございます。  
・記載の内容以外に要件のある場合もございます。また、対象経費や対象者など内容が変更と

なる場合もございますので、詳しくは農林水産課までお問い合わせください。 
 

環境保全型農業推進事業 

地域特産加工事業 


